
漁業権区域拡大に関する意見の聴取について

朱鞠内湖淡水漁業協同組合では、受有 している第五種共同漁業権について区域拡大を

予定 しています。

つきま しては、下記の とお り皆様の御意見を聴取いた しますので、御意見がある場合

は参加をお願い します。

令和 4年(2022年)10月  21日

朱鞠 内湖淡水漁業協 同組合

代表理事組合長 中南 裕行

1 意見聴取対象

上内共第 1号第五種共同漁業権区域の拡大 (案 )

2 意見聴取 日時

令和 4年 (2022年)10月 30日 (日 ) 午後 3時 30分から

3 意見聴取場所

朱鞠内湖淡水漁業協同組合 遊漁者管理休憩棟

(北海道雨竜郡幌加内町字朱鞠内)

4 意見聴取の内容

(1)ウ ツナイ川本支流及びモシ リウンナイ川本支流に対 して漁業権区域を拡大する

ことについて

(2)拡大理由及び拡大区域の概要は別紙のとお り

5 その他

(1)意見は当 日に会場のみで受け付けるものとし、電話、メール、郵便等では受け

付けませんので、あらか じめご了承 ください。

(2)意見の要旨はホームページで公表 しますが、意見を提出された方の住所 (市町

村名のみ)を公表することがあ ります。

(3)プライバシーを侵害す る意見、誹謗中傷などの差別を助長する意見、個人情報

を含む意見は公表 しない場合があ ります。

(4)いただいた御意見につきま しては、漁業協同組合か ら所管官庁へ要望するにあ

たつての参考 とさせていただきます。
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(別紙 )

漁業権区域の拡大について

1 拡大する理由

朱鞠内湖淡水漁業協同組合 (以下、「漁協」 とい う。)では、朱鞠内湖の区域、宇津内

湖の区域及び朱鞠内湖に流入す る泥川、プ トカマベツ川、陰の沢川の本流及び支流の区

域を漁場 とする第五種共同漁業権の免許 を受有 してお り、これ らの漁場では、わかさぎ

漁業ほか各種漁業が営まれてお り、来訪者による遊漁も盛んに行われている。

漁協では、漁業権魚種の種苗及び発眼卵放流などの増殖行為を行い資源の維持増大に

努めてきてお り、近年は今回拡大 しようとする河川を含む各流入河川などにおいて、関

係者 と協力 し河川工作物の構造改善や河岸崩落面の改善等に取 り組んできたほか、漁協

単独でも自然石を利用 した石組工法等により、河川の繁殖環境の改善や保全による自然

再生産の促進にも努めてきた。

また、取組に合わせ資源調査を行い資源動向の把握に努めてきた ところ、新たに利用

可能な河川が確認 されてきた。

このため、資源が確認 された河川の うち漁業権が設定 されていない、ウツナイ川及び

モシ リウンナイ川に漁業権を拡大 し、適切な資源管理のもと漁業及び遊漁による有効か

つ持続的な資源の利用を図ろ うとするものである。

2 拡大区域

ウツナイ川本支流及びモシリウンナイ川の本支流

利用可能な漁業 (遊漁)区域及び禁漁 とする保護区を設定する。
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